
 

 

 

 

 

 

 

 鹿沼労働基準監督署（管轄：鹿沼市）管内では、道路貨物運送業において、今年 

度７月１名、１１月１名と４か月で２名もの尊い命が失われるという痛ましい事故 

が相次いで発生しています。このため、鹿沼署では、平成２５年１２月７日（土）、 

労働災害防止に効果的とされるリスクアセスメント(RA)の導入促進し、一層の労働 

災害防止の徹底を図る目的で、道路貨物運送業向け「リスクアセスメント（ＲＡ） 

等研修会」を開催しました。 

  ＲＡ研修会の場で、鹿沼署長は、陸上貨 

物運送事業労働災害防止協会栃木県支部鹿 

沼分会長に対し、死亡災害はもとより「こ 

れ以上労働災害を発生させない」とのこれ 

まで以上の強い決意と安全点検、基本的な 

安全行動の励行とともに、「ヒヤリ・ハッ 

ト体験報告書」（鹿沼署様式）を活用する 

などによって傘下会員の全労働者が「ヒヤ 

リ・ハット体験報告」活動に総力を挙げて 

取り組み、さらなる労働災害防止の徹底が 

図られるよう要請いたしました。 

鹿沼労働基準監督署では、今後、各社か  

ら集約した「ヒヤリ・ハット体験報告」 

（注）（１月１０日現在３２０件）事例を 

分析し、その結果を道路貨物運送事業者に 

フィードバッグするなどにより一層効果的 

な労働災害防止に努めることとしています。 

 

 

 

 

 

死亡災害続発を受け、鹿沼労働基準監督署で道路貨物運送業向 

けリスクアセスメント（ＲＡ）研修会を実施するとともに、監 

督署長から陸災防鹿沼分会長に対し労働災害防止対策の緊急要 

請を行いました。 

 

 

（ＲＡ研修会において陸災防栃木支部鹿沼分会長

に労働災害防止の緊急要請をする鹿沼署長） 

（注）「ヒヤリ・ハット体験報告書」（鹿沼署様 

式・右側）とは、リスクアセスメント手法を取り

入れた「ヒヤリ・ハット体験報告書」の様式で、

上記の死亡事故の続発を受け、このほど鹿沼労働

基準監督署で作成したものです。 

 

 

（鹿沼署のヒヤリ・ハット体験報告書） 


